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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端に鋭利な針先を有する針管と、
　前記針管の基端側に位置し、内部が前記針管内と連通可能な有底筒状をなす外筒と、
　前記外筒内を摺動し得るガスケットと、
　前記外筒と前記ガスケットとで囲まれる空間内に充填される薬液と、
　前記針管を支持し、先端が該針管内と連通し、基端が前記外筒内と連通し得る流路を有
する支持部材と、
　前記針管の少なくとも前記針先を囲った状態で固定され、かつ、前記支持部材を回転操
作して、前記針管内と前記外筒内とが前記流路を介して連通する連通状態と、該連通状態
を遮断する遮断状態とを選択する操作を行なう操作機構と、
　前記針先が露出するのを防止する露出防止手段とを備え、
　前記操作機構は、前記支持部材に、前記針管を前記針先まで覆う第１の位置と、該第１
の位置から基端方向に移動して前記針先が露出する第２の位置とに変位可能に支持された
カバー部材で構成されており、該カバー部材が前記第１の位置にあるときに、前記支持部
材を回転操作することを特徴とする薬液注入器具。
【請求項２】
　前記支持部材は、前記カバー部材を前記外筒の軸回りに回動可能に支持し、前記外筒の
軸方向に沿って移動可能に支持するものであり、
　前記カバー部材が前記第１の位置にあるとき、前記流路の基端が前記外筒の底部によっ
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て塞がれて、前記遮断状態となっており、前記第１の位置で前記カバー部材が前記外筒の
軸回りに回動することにより、前記カバー部材に対する前記露出防止手段の規制が解除さ
れるとともに、前記流路の基端が前記外筒内に臨んで前記連通状態となり、この状態で前
記カバー部材が前記第１の位置から前記第２の位置へ移動することにより、前記針先が前
記カバー部材から突出する請求項１に記載の薬液注入器具。
【請求項３】
　前記露出防止手段は、前記カバー部材の前記第１の位置から前記第２の位置への移動を
規制するものである請求項１または２に記載の薬液注入器具。
【請求項４】
　前記カバー部材は、筒状をなすものであり、基端方向に突出した舌片を有し、
　前記露出防止手段は、前記外筒の外周部に突出形成された突部で構成され、該突部の先
端部に前記舌片の基端部が当接することにより、前記カバー部材の基端方向への移動を規
制するものである請求項３に記載の薬液注入器具。
【請求項５】
　前記露出防止手段の規制が解除された際、前記両舌片同士の間に前記各突部がそれぞれ
位置して、該各突部の縁部に前記両舌片の縁部が当接し、前記カバー部材の前記外筒の軸
回りの回動が規制される請求項４に記載の薬液注入器具。
【請求項６】
　前記カバー部材が前記第１の位置から前記第２の位置へ移動する際、前記両舌片の縁部
が前記各突部の縁部を摺動して、前記カバー部材の前記外筒の軸回りの回動が規制される
請求項５に記載の薬液注入器具。
【請求項７】
　前記支持部材およびカバー部材は、それぞれ、筒状をなす部分を有し、前記支持部材の
外周部に前記カバー部材の内周部が嵌合する嵌合構造をなすものであり、
　前記支持部材の外周部および前記カバー部材の内周部のうちの一方には、前記外筒の軸
方向に沿った凸条が形成され、他方には、前記凸条が挿入され、該凸条を案内する溝が形
成されている請求項１ないし６のいずれかに記載の薬液注入器具。
【請求項８】
　前記カバー部材は、有底筒状をなし、その底部に前記針管が挿通可能な貫通孔が形成さ
れている請求項１ないし７のいずれかに記載の薬液注入器具。
【請求項９】
　前記針管は、前記カバー部材が前記第２の位置から前記第１の位置へ移動した際、該第
１の位置の前記カバー部材によって再度前記針先まで覆われる請求項１ないし８のいずれ
かに記載の薬液注入器具。
【請求項１０】
　前記カバー部材に対して一旦出没した前記針先が再度前記カバー部材から突出するのを
防止する再突出防止手段を有する請求項１ないし９のいずれかに記載の薬液注入器具。
【請求項１１】
　前記再突出防止手段は、前記支持部材に対して離脱可能に装着され、該支持部材から離
脱した際に前記支持部材と前記カバー部材との間に挟まれて、該カバー部材の前記第２の
位置への再移動を阻止する阻止部材と、該阻止部材を先端方向に付勢する付勢部材と、前
記カバー部材に設けられ、前記付勢部材の付勢力に抗して、前記阻止部材を係止する係止
部とを有し、
　前記カバー部材が前記第１の位置から前記第２の位置へ移動した際、前記阻止部材は、
前記係止部による係止が解除され、前記付勢部材の付勢力によって前記支持部材から離脱
可能となるよう構成されている請求項１０に記載の薬液注入器具。
【請求項１２】
　前記カバー部材が前記第１の位置にあるとき、前記係止部の前記阻止部材に対する係止
力は、前記付勢部材の付勢力を上回っており、前記カバー部材が前記第１の位置から前記
第２の位置へ移動したとき、前記付勢力が前記係止力を上回る請求項１１に記載の薬液注
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入器具。
【請求項１３】
　前記カバー部材は、その一部が前記支持部材を操作する際に把持される把持部として機
能する請求項１ないし１２のいずれかに記載の薬液注入器具。
【請求項１４】
　前記支持部材は、筒状をなす筒状部を有し、該筒状部の内周部に前記外筒の外周部が嵌
合する嵌合構造をなすものである請求項１ないし１３のいずれかに記載の薬液注入器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬液注入器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　予め薬液を収納したプレフィルドシリンジが知られている。このプレフィルドシリンジ
は、先端に排出口が設けられた外筒と、この外筒内に挿入されたガスケットと、このガス
ケットに連結されたプランジャ（押子）とを備え、外筒とガスケットとで囲まれる空間に
、薬液が収納されている。
【０００３】
　このプレフィルドシリンジを用いて薬液を例えば生体内に注入する際には、外筒の排出
口に、中空針を有する針組立体を装着して、この装着状態で当該プレフィルドシリンジを
用いる（例えば、特許文献１参照）。また、装着状態では、外筒の内部と中空針の内部と
が連通する。特許文献１に記載の針組立体（保護スリーブ）は、中空針と、中空針の外周
側に配置され、中空針の基端部を支持固定する筒状の外側部材（外側スリーブ部材）と、
外側部材と中空針との間に外側部材と同心的に配置され、外側部材の軸方向に沿って移動
可能な筒状の内側部材（内側スリーブ部材）と、内側部材を先端方向へ付勢するコイルバ
ネとを有している。このような構成の針組立体では、内側部材は、外側部材に対してその
軸方向に沿って移動することにより、針体をその針先まで覆う第１の状態と、針先を露出
させる第２の状態とを取り得る。また、コイルバネの付勢力により、内側部材が第１の状
態を維持することができる。
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の針組立体では、コイルバネの付勢力に抗して、第１
の状態の内側部材を基端方向に押圧しさえすれば、当該内側部材が第２の状態となるため
、このような押圧力が不本意に内側部材に作用した場合でも当該内側部材が第２の状態と
なり、内側部材から露出した針先によって、手指等を誤って穿刺してしまうおそれがある
。また、特許文献１に記載の針組立体では、針先が内側部材から突出しているか否かに関
わらず、プランジャを押圧操作しさえすれば、中空針を介して薬液が流出してしまう。こ
のため、プランジャを不本意に押圧操作した場合、薬液が無駄に流出してしまい（浪費さ
れ）、所定量の薬液の注入が不可能となるという問題もあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第２８７２３１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、針管の針先が不本意に露出するのを確実に防止することができるとと
もに、薬液が針管を介して不本意に流出するのを確実に防止することができる薬液注入器
具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　上記目的を達成するために、本発明は、
　先端に鋭利な針先を有する針管と、
　前記針管の基端側に位置し、内部が前記針管内と連通可能な有底筒状をなす外筒と、
　前記外筒内を摺動し得るガスケットと、
　前記外筒と前記ガスケットとで囲まれる空間内に充填される薬液と、
　前記針管を支持し、先端が該針管内と連通し、基端が前記外筒内と連通し得る流路を有
する支持部材と、
　前記針管の少なくとも前記針先を囲った状態で固定され、かつ、前記支持部材を回転操
作して、前記針管内と前記外筒内とが前記流路を介して連通する連通状態と、該連通状態
を遮断する遮断状態とを選択する操作を行なう操作機構と、
　前記針先が露出するのを防止する露出防止手段とを備え、
　前記操作機構は、前記支持部材に、前記針管を前記針先まで覆う第１の位置と、該第１
の位置から基端方向に移動して前記針先が露出する第２の位置とに変位可能に支持された
カバー部材で構成されており、該カバー部材が前記第１の位置にあるときに、前記支持部
材を回転操作することを特徴とする薬液注入器具である。
【０００８】
　これにより、針管の針先が不本意に露出するのを確実に防止することができるとともに
、薬液が針管を介して不本意に流出するのを確実に防止することができる。
【００１１】
　また、本発明の薬液注入器具では、前記支持部材は、前記カバー部材を前記外筒の軸回
りに回動可能に支持し、前記外筒の軸方向に沿って移動可能に支持するものであり、
　前記カバー部材が前記第１の位置にあるとき、前記流路の基端が前記外筒の底部によっ
て塞がれて、前記遮断状態となっており、前記第１の位置で前記カバー部材が前記外筒の
軸回りに回動することにより、前記カバー部材に対する前記露出防止手段の規制が解除さ
れるとともに、前記流路の基端が前記外筒内に臨んで前記連通状態となり、この状態で前
記カバー部材が前記第１の位置から前記第２の位置へ移動することにより、前記針先が前
記カバー部材から突出するのが好ましい。
【００１２】
　これにより、針管の針先がカバー部材から不本意に突出するのを確実に防止することが
できるとともに、薬液が針管を介して不本意に流出するのを確実に防止することができる
。
【００１３】
　また、本発明の薬液注入器具では、前記露出防止手段は、前記カバー部材の前記第１の
位置から前記第２の位置への移動を規制するものであるのが好ましい。
【００１４】
　これにより、針管の針先がカバー部材から不本意に突出するのを確実に防止することが
できる。
【００１５】
　また、本発明の薬液注入器具では、前記カバー部材は、筒状をなすものであり、基端方
向に突出した舌片を有し、
　前記露出防止手段は、前記外筒の外周部に突出形成された突部で構成され、該突部の先
端部に前記舌片の基端部が当接することにより、前記カバー部材の基端方向への移動を規
制するものであるのが好ましい。
【００１６】
　これにより、カバー部材の第１の位置から第２の位置への移動の規制を解除する操作を
しない限り、カバー部材は、第２の位置へ変位することができず、よって、カバー部材に
基端方向への不本意な外力が付与されたとしても、当該カバー部材から針管の針先が不本
意に突出するのが確実に防止される。これにより、不本意に突出した針先によって、手指
等が誤って穿刺されるのを確実に防止することができる。
【００１７】
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　また、本発明の薬液注入器具では、前記露出防止手段の規制が解除された際、前記両舌
片同士の間に前記各突部がそれぞれ位置して、該各突部の縁部に前記両舌片の縁部が当接
し、前記カバー部材の前記外筒の軸回りの回動が規制されるのが好ましい。
　また、本発明の薬液注入器具では、前記カバー部材が前記第１の位置から前記第２の位
置へ移動する際、前記両舌片の縁部が前記各突部の縁部を摺動して、前記カバー部材の前
記外筒の軸回りの回動が規制されるのが好ましい。
　また、本発明の薬液注入器具では、前記支持部材およびカバー部材は、それぞれ、筒状
をなす部分を有し、前記支持部材の外周部に前記カバー部材の内周部が嵌合する嵌合構造
をなすものであり、
　前記支持部材の外周部および前記カバー部材の内周部のうちの一方には、前記外筒の軸
方向に沿った凸条が形成され、他方には、前記凸条が挿入され、該凸条を案内する溝が形
成されているのが好ましい。
【００１８】
　これにより、カバー部材を第１の位置と第２の位置との間を移動させる際、各凸条がそ
れぞれ溝に案内され（摺動し）、よって、このカバー部材の移動操作を円滑に行なうこと
ができる。
【００３９】
　また、本発明の薬液注入器具では、前記カバー部材は、有底筒状をなし、その底部に前
記針管が挿通可能な貫通孔が形成されているのが好ましい。
【００４０】
　これにより、カバー部材が第２の位置に変位した際、針管の針先は、貫通孔を介して、
カバー部材から先端方向に突出することができる。この状態で、針管の針先によって目的
部位を穿刺することができる。
【００４１】
　また、本発明の薬液注入器具では、前記針管は、前記カバー部材が前記第２の位置から
前記第１の位置へ移動した際、該第１の位置の前記カバー部材によって再度前記針先まで
覆われるのが好ましい。
【００４２】
　これにより、針先による誤穿刺が防止される。
【００４３】
　また、本発明の薬液注入器具では、前記カバー部材に対して一旦出没した前記針先が再
度前記カバー部材から突出するのを防止する再突出防止手段を有するのが好ましい。
【００４４】
　これにより、カバー部材に対して一旦出没した針管の針先が再度カバー部材から突出す
るのを確実に防止することができる。
【００４５】
　また、本発明の薬液注入器具では、前記再突出防止手段は、前記支持部材に対して離脱
可能に装着され、該支持部材から離脱した際に前記支持部材と前記カバー部材との間に挟
まれて、該カバー部材の前記第２の位置への再移動を阻止する阻止部材と、該阻止部材を
先端方向に付勢する付勢部材と、前記カバー部材に設けられ、前記付勢部材の付勢力に抗
して、前記阻止部材を係止する係止部とを有し、
　前記カバー部材が前記第１の位置から前記第２の位置へ移動した際、前記阻止部材は、
前記係止部による係止が解除され、前記付勢部材の付勢力によって前記支持部材から離脱
可能となるよう構成されているのが好ましい。
【００４６】
　これにより、簡単な構成で、カバー部材に対して一旦出没した針管の針先が再度カバー
部材から突出するのを確実に防止することができる。
【００４７】
　また、本発明の薬液注入器具では、前記カバー部材が前記第１の位置にあるとき、前記
係止部の前記阻止部材に対する係止力は、前記付勢部材の付勢力を上回っており、前記カ
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バー部材が前記第１の位置から前記第２の位置へ移動したとき、前記付勢力が前記係止力
を上回るのが好ましい。
【００４８】
　また、本発明の薬液注入器具では、前記カバー部材は、その一部が前記支持部材を操作
する際に把持される把持部として機能するのが好ましい。
【００４９】
　また、本発明の薬液注入器具では、前記支持部材は、筒状をなす筒状部を有し、該筒状
部の内周部に前記外筒の外周部が嵌合する嵌合構造をなすものであるのが好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】図１は、本発明の薬液注入器具（第１実施形態）の使用状態を順に示す斜視図で
ある。
【図２】図２は、本発明の薬液注入器具の使用状態を順に示す斜視図である。
【図３】図３は、本発明の薬液注入器具の使用状態を順に示す斜視図である。
【図４】図４は、本発明の薬液注入器具の使用状態を順に示す斜視図である。
【図５】図５は、本発明の薬液注入器具の使用状態を順に示す斜視図である。
【図６】図６は、図１に示す薬液注入器具の分解斜視図である。
【図７】図７は、図１に示す薬液注入器具の縦断面図である。
【図８】図８は、図２に示す薬液注入器具の縦断面図である。
【図９】図９は、図３に示す薬液注入器具の縦断面図である。
【図１０】図１０は、図４に示す薬液注入器具の縦断面図である。
【図１１】図１１は、図５に示す薬液注入器具の縦断面図である。
【図１２】図１２は、本発明の薬液注入器具（第２実施形態）の使用状態を順に示す縦断
面図である。
【図１３】図１３は、本発明の薬液注入器具（第２実施形態）の使用状態を順に示す縦断
面図である。
【図１４】図１４は、本発明の薬液注入器具（第２実施形態）の使用状態を順に示す縦断
面図である。
【図１５】図１５は、本発明の薬液注入器具（第２実施形態）の使用状態を順に示す縦断
面図である。
【図１６】図１６は、本発明の薬液注入器具（第２実施形態）の使用状態を順に示す縦断
面図である。
【図１７】図１７は、本発明の薬液注入器具（第２実施形態）の使用状態を順に示す縦断
面図である。
【図１８】図１８は、図１２（図１３～図１７も同様）に示す薬液注入器具におけるキャ
ップの基端部付近の斜視図である。
【図１９】図１９は、本発明の薬液注入器具においてキャップが離脱している状態を示す
平面図（図１４に相当する平面図）である。
【図２０】図２０は、本発明の薬液注入器具（第３実施形態）の使用状態を順に示す縦断
面図である。
【図２１】図２１は、本発明の薬液注入器具（第３実施形態）の使用状態を順に示す縦断
面図である。
【図２２】図２２は、本発明の薬液注入器具（第３実施形態）の使用状態を順に示す縦断
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００６６】
　以下、本発明の薬液注入器具を添付図面に示す好適な実施形態に基づいて詳細に説明す
る。
【００６７】
　＜第１実施形態＞
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  図１～図５は、それぞれ、本発明の薬液注入器具（第１実施形態）の使用状態を順に示
す斜視図、図６は、図１に示す薬液注入器具の分解斜視図、図７は、図１に示す薬液注入
器具の縦断面図、図８は、図２に示す薬液注入器具の縦断面図、図９は、図３に示す薬液
注入器具の縦断面図、図１０は、図４に示す薬液注入器具の縦断面図、図１１は、図５に
示す薬液注入器具の縦断面図である。なお、以下では、説明の都合上、図１～図５中の右
上側を「基端」、左下側を「先端」と言い、図６～図１１中の右側を「基端」、左側を「
先端」と言う。
【００６８】
　各図に示す薬液注入器具１は、薬液Ｑが予め充填されたシリンジであり、その薬液Ｑを
生体に注入する（投与する）際に用いられるものである。この薬液注入器具１は、有底筒
状をなす外筒（シリンジ外筒）２と、外筒２内を摺動し得るガスケット３と、ガスケット
３の基端部に連結された押し子（プランジャ）４と、外筒２の先端側に位置する針管５と
、外筒２と針管５とを連結する支持部材（連結部材）６と、支持部材６を介して外筒２の
外周側に支持されたカバー部材７と、針管５の針先５１の再突出を防止する再突出防止手
段８としての阻止部材８１およびコイルバネ（付勢部材（阻止部材付勢用部材））８２と
を備えている。以下、各部の構成について説明する。
【００６９】
　なお、薬液注入器具１内に充填される薬液Ｑとしては、その使用目的に応じて適宜選択
されるが、例えば、造血剤、ワクチン、ホルモン製剤、抗リウマチ剤、抗ガン剤、麻酔剤
、血液凝固防止剤等、主に皮下注射される薬液が挙げられる。
【００７０】
　図７～図１１に示すように、外筒２は、底部２１１を有する有底筒状の部材で構成され
ている。
【００７１】
　外筒２の基端外周には、板状のフランジ２５が一体的に形成されている。押し子４を外
筒２に対し相対的に移動操作する際などには、このフランジ２５に指を掛けて操作を行う
ことができる。
【００７２】
　外筒２の底部２１１には、その先端側の部分に、弾性材料で構成されたパッキン（封止
部材）２２が固定されている。このパッキン２２は、円板状をなし、外筒２に対して嵌合
により固定されている。
【００７３】
　また、パッキン２２の基端部には、その中心から偏心した位置に、凹部２２１が形成さ
れている（例えば、図８参照）。この凹部２２１には、外筒２の底部２１１の当該凹部２
２１に対応する部分に突出形成された凸部２１２が挿入される。凹部２２１に凸部２１２
が挿入されることにより、パッキン２２が外筒２に対してより確実に固定され、よって、
パッキン２２と外筒２との相対的な回動を防止することができる。
【００７４】
　図８（図９～図１１も同様）に示すように、外筒２には、底部２１１およびパッキン２
２を一括して貫通する流路２３が形成されている。この流路２３は、外筒２の内腔部（空
間２４）と連通している。これにより、空間２４に充填された薬液Ｑが流路２３を通過す
ることができる。
【００７５】
　図７（図１～図５も同様）に示すように、外筒２の胴部（外筒本体２１）の外周部２１
３の先端側の部分には、一対の突部（移動規制手段（露出防止手段））２７ａ、２７ｂが
突出形成されている。これらの突部２７ａおよび２７ｂは、カバー部材７の不本意な移動
を規制するものである。カバー部材７の基端方向への移動が規制されことにより、針先５
１がカバー部材７から不本意に露出するのを防止することができる。また、これらの突部
２７ａおよび２７ｂは、外筒２の軸を介して対向配置されている。
【００７６】
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　突部２７ａおよび２７ｂの構成は、ほぼ同一であるため、以下、突部２７ａについて代
表的に説明する。
【００７７】
　図１に示すように、突部２７ａは、外筒２の周方向に沿った長尺状をなしている。この
突部２７ａの縁部、すなわち、長手方向の両端部には、爪部２７１、２７２がそれぞれ一
体的に形成さている。各爪部２７１、２７２は、それぞれ、先端方向に向かって突出形成
されている。
【００７８】
　外筒２および後述する押し子４の構成材料としては、それぞれ、例えば、環状ポリオレ
フィン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリ－（４－
メチルペンテン－１）、ポリカーボネート、アクリル樹脂、アクリルニトリル－ブタジエ
ン－スチレン共重合体、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル、ブタジエン－ス
チレン共重合体、ポリアミド、ポリエーテルスルホン、ポリスルホンのような各種樹脂が
挙げられるが、その中でも、成形が容易であるという点で、環状ポリオレフィン、ポリプ
ロピレン、ポリエステル、ポリ－（４－メチルペンテン－１）、ポリエーテルスルホン、
ポリスルホンのような樹脂が挙げられる。なお、外筒２の構成材料は、内部の視認性を確
保するために、実質的に透明であるのが好ましい。
【００７９】
　また、外筒２の外周部２１３（外周面）には、目盛り（図示せず）が付されているのが
好ましい。これにより、薬液注入器具１内に収納された薬液Ｑの液量を把握することがで
きる。
【００８０】
　このような外筒２内には、弾性材料で構成されたガスケット３が収納されている。ガス
ケット３の外周部には、２つのリング状の突部３１、３２が軸方向に沿って、所定間隔を
おいて形成されている。この突部３１、３２が外筒２の内周面２０に対し密着しつつ摺動
することにより、気密性（液密性）を確実に保持するとともに、摺動性の向上を図ること
ができる。また、このガスケット３と外筒２とで囲まれる空間２４内には、薬液Ｑを充填
することができる。
【００８１】
　ガスケット３およびパッキン２２の構成材料としては、例えば、天然ゴム、イソプレン
ゴム、ブタジエンゴム、スチレン－ブタジエンゴム、ニトリルゴム、クロロプレンゴム、
ブチルゴム、アクリルゴム、エチレン－プロピレンゴム、ヒドリンゴム、ウレタンゴム、
シリコーンゴム、フッ素ゴムのような各種ゴム材料（特に加硫処理したもの）や、スチレ
ン系、ポリオレフィン系、ポリ塩化ビニル系、ポリウレタン系、ポリエステル系、ポリア
ミド系、ポリブタジエン系、トランスポリイソプレン系、フッ素ゴム系、塩素化ポリエチ
レン系等の各種熱可塑性エラストマー、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂のような比較的柔
軟な樹脂材料等が挙げられ、これらのうちの１種または２種以上を混合して用いることが
できる。
【００８２】
　ガスケット３の基端部には、押し子４が接続されている。この押し子４は、ガスケット
３を外筒２内でその軸方向に沿って移動操作するものである。なお、ガスケット３に対す
る押し子４の接続方法としては、特に限定されないが、例えば、螺合による方法、嵌合に
よる方法等が挙げられる。
【００８３】
　この押し子４は、主に、横断面が十文字状の板片で構成される本体部４０を有し、その
基端にはフランジ状（板状）の指当て部４２が本体部４０と一体的に形成されている。こ
の指当て部４２を指等で押圧することにより押し子４を先端方向へ移動操作する。
【００８４】
　外筒２の先端側には、中空の針管５が外筒２の軸方向に沿って配置されている。この針
管５は、支持部材６に固定されており、内腔５２が支持部材６に形成された中継流路（流
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路）６１に連通している。また、針管５の内腔５２は、中継流路６１（支持部材６）の位
置に応じて、当該中継流路６１を介して外筒２の空間２４（流路２３）と連通したり（図
６中の二点鎖線で示す中継流路６１、図８～図１０参照）、その連通が遮断されたりする
（図６中の実線で示す中継流路６１、図７参照）。
【００８５】
　針管５の先端には、鋭利な針先５１が形成されている。この針先５１の形状は、特に限
定されず、本実施形態では、針管５の軸線に対し所定角度傾斜した刃面を有する形状をな
している。
【００８６】
　針管５は、例えば、ステンレス鋼、アルミニウムまたはアルミニウム合金、チタンまた
はチタン合金のような金属材料で構成されている。
【００８７】
　針管５の支持部材６に対する固着（固定）方法としては、例えば、嵌合、カシメ、融着
、接着剤による接着等の方法、あるいはこれらを併用した方法が挙げられる。
【００８８】
　図７～図８に示すように、針管５は、支持部材６を介して、外筒２と連結されている。
この支持部材６は、円筒状をなす筒状部６２と、筒状部６２の内側に配置された円柱状の
柱状部６３と、筒状部６２と柱状部６３とを連結する連結部６４とを有している。
【００８９】
　筒状部６２の内径は、外筒２の外形とほぼ同等の大きさに設定されている。これにより
、筒状部６２の基端内周部６２１に外筒２（外筒本体２１）の先端外周部２１４を嵌合さ
せることができる。これにより、支持部材６は、筒状部６２によって、嵌合構造をなすと
なっている。この嵌合構造により、筒状部６２の基端内周部６２１と外筒２の先端外周部
２１４とが相対的に摺動することができ、よって、支持部材６（筒状部６２）を外筒２の
軸回りに確実に回動させることができる。
【００９０】
　また、筒状部６２の基端内周部６２１には、その周方向に沿ってリング状の凸部６２２
が形成されている。この凸部６２２は、外筒２の先端外周部２１４にその周方向に沿って
形成された凹部２１５に挿入される。これにより、支持部材６が外筒２から不本意に離脱
するのが確実に防止される。
【００９１】
　図６に示すように、筒状部６２の外周部には、その長手方向に沿って一対のガイド溝（
溝）６２４が形成されている。これらのガイド溝６２４は、筒状部６２の軸を介して、対
向配置されている。各ガイド溝６２４には、それぞれ、後述するカバー部材７の各凸条７
１が挿入される。
【００９２】
　筒状部６２の内側には、間隙６５を介して、柱状部６３が配置されている。この柱状部
６３は、その全長（高さ）が筒状部６２の全長よりも短く設定されている。柱状部６３は
、筒状部６２の先端側に位置し、その基端部６３２が連結部６４を介して、筒状部６２の
中央部６２３付近に連結されている。
【００９３】
　また、柱状部６３の先端部中央には、前述した針管５が固定されている。柱状部６３に
は、針管５の内腔５２に連通する中継流路６１が形成されている。この中継流路６１は、
柱状部６３を貫通するものであり、縦断面視（側面視）で「Ｌ」字状をなすように形成さ
れている（図７参照）。このため、中継流路６１は、柱状部６３の軸方向に沿って形成さ
れた第１の流路６１１と、第１の流路６１１と直行する方向に形成された第２の流路６１
２とに分けることができる。
【００９４】
　第１の流路６１１の先端は、針管５の基端に接続され、当該第１の流路６１１の先端を
介して、中継流路６１が針管５の内腔５２と連通している。
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【００９５】
　図６に示すように、第２の流路６１２は、柱状部６３の基端面に開口する長尺な凹部で
構成されている。この第２の流路６１２は、支持部材６の軸回りの位置に応じて、外筒２
のパッキン２２に塞がれた状態（図７に示す状態）と、外筒２の流路２３に向かって開放
され、当該流路２３と連通する状態（図８～図１１に示す状態）とを取り得る。図６に示
す構成では、第２の流路６１２は、支持部材６を反時計回りに９０°回転することにより
、外筒２のパッキン２２に塞がれた状態から、流路２３と連通する状態へと変位する。
【００９６】
　なお、支持部材６の構成材料としては、特に限定されないが、例えば、外筒２について
説明した材料と同様のものを用いることができる。
【００９７】
　このような支持部材６によって、カバー部材７が支持されている。カバー部材７は、針
管５を覆い（囲い）得るものである。このカバー部材７は、針管５をその針先５１まで覆
う第１の位置（図１、図２、図５、図７、図８および図１１参照）と、第１の位置から外
筒２の軸方向に沿って移動して、針先５１を露出させる第２の位置（図３、図４、図９お
よび図１０参照）とに変位することができる。
【００９８】
　図１に示すように、カバー部材７は、有底筒状をなす本体部７２と、本体部７２の基端
７２１に突出形成された一対の舌片７３ａ、７３ｂとを有している。舌片７３ａと舌片７
３ｂとは、本体部７２（外筒２）の軸を介して対向配置されている。
【００９９】
　本体部７２の内径は、支持部材６の筒状部６２の外形とほぼ同等に設定されている。こ
れにより、本体部７２は、筒状部６２に確実に嵌合する。
【０１００】
　また、カバー部材７の内周部には、本体部７２から各舌片７３ａ、７３ｂに渡って、一
対の凸条７１が本体部７２（外筒２）の軸方向に沿って形成されている。２本の凸条７１
のうち、一方の凸条７１は、舌片７３ａ側に配置され、他方の凸条７１は、舌片７３ｂ側
に配置されている。すなわち、２本の凸条７１は、カバー部材７の軸を介して対向配置さ
れている。
【０１０１】
　各凸条７１は、それぞれ、支持部材６のガイド溝６２４に挿入される。これにより、カ
バー部材７を第１の位置と第２の位置との間を移動させる際、各凸条７１がそれぞれガイ
ド溝６２４に案内され（摺動し）、よって、このカバー部材７の移動操作を円滑に行なう
ことができる（図３参照）。また、このような挿入により、カバー部材７と支持部材６と
の相対的な回動が規制される（禁止される）。これにより、カバー部材７を外筒２の軸回
りに回転操作した際、カバー部材７が支持部材６とともに外筒２に対して回転することと
なり、よって、その回転操作を円滑に行なうことができる（図２参照）。
【０１０２】
　本体部７２の底部（先端壁部）７２２の中央部には、針管５が挿通可能（通過可能）な
貫通孔７２３が形成されている。カバー部材７が第２の位置に変位した際、針管５の針先
５１は、貫通孔７２３を介して、カバー部材７から先端方向に突出することができる。こ
の状態で、針管５の針先５１によって生体表面（目的部位）２００を穿刺することができ
る（図９、図１０参照）。
【０１０３】
　本体部７２の基端７２１には、基端方向に突出した一対の舌片７３ａ、７３ｂが形成さ
れている。各舌片７３ａ、７３ｂは、それぞれ、その横断面形状が支持部材６の筒状部６
２の周方向に沿った円弧状をなす長尺体である。
【０１０４】
　また、各舌片７３ａ、７３ｂの内周部には、支持部材６の筒状部６２の基端６２５に係
合する係合部７３２がそれぞれ突出形成されている。各係合部７３２が支持部材６の筒状
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部６２の基端６２５に係合することにより、カバー部材７が支持部材６から先端方向に向
かって離脱するのを防止することができる。
【０１０５】
　図１および図７に示すように、薬液注入器具１が初期状態（未使用状態）では、カバー
部材７は、第１の位置にある。このとき、舌片７３ａの基端部７３１が外筒２の突部２７
ａの先端部２７３に当接し、舌片７３ｂの基端部７３１が外筒２の突部２７ｂの先端部２
７３に当接している。これにより、カバー部材７の基端方向への移動、すなわち、第１の
位置から第２の位置への移動が規制される（以下、この規制を「移動規制」と言う）。こ
の移動規制を解除する操作をしない限り、カバー部材７は、第２の位置へ変位することが
できず、よって、カバー部材７に基端方向への不本意な外力が付与されたとしても、当該
カバー部材７から針管５の針先５１が不本意に突出するのが確実に防止される。これによ
り、不本意に突出した針先５１によって、手指等が誤って穿刺されるのを確実に防止する
ことができる。
【０１０６】
　また、図１に示すように、外筒２の突部２７ａに当接している舌片７３ａは、当該突部
２７ａの爪部２７１と爪部２７２との間に挟持されている。これは、外筒２の突部２７ｂ
に当接している舌片７３ｂについても同様である。このような挟持により、カバー部材７
の不本意な回動が規制され、よって、突部２７ａおよび２７ｂによるカバー部材７に対す
る移動規制が不本意に解除されるのを確実に防止することができる。これにより、カバー
部材７が不本意に第１の位置から第２の位置へ移動するのが防止され、よって、当該カバ
ー部材７から針管５の針先５１が不本意に突出するのが確実に防止される。
【０１０７】
　なお、図７に示すように、薬液注入器具１が初期状態では、支持部材６の中継流路６１
（第２の流路６１２）が外筒２のパッキン２２で封止されているため、中継流路６１を介
しての外筒２の空間２４と針管５の内腔との連通が遮断されている。
【０１０８】
　図１に示す状態からカバー部材７を図２中の矢印方向に回転操作した際には、舌片７３
ａが外筒２の突部２７ａの爪部２７１を乗り越えて、当該突部２７ａが舌片７３ａと舌片
７３ｂとの間に形成された切り込み部７６に入り込み（位置し）、これと同様に、突部２
７ｂも前記切り込み部７６と反対側の切り込み部７６に入り込む。これにより、移動規制
が解除される（図２および図８参照）。薬液注入器具１では、カバー部材７に対する図１
に示す状態から図２中の矢印方向への回転操作を「移動規制解除操作」と言うことができ
る。
【０１０９】
　このように移動規制が解除されることにより、カバー部材７を基端方向へ移動操作する
ことができ、よって、カバー部材７は、第１の位置から第２の位置へ移動することができ
る（図３参照）。
【０１１０】
　なお、図８に示すように、カバー部材７を回転操作した際には、当該カバー部材７の回
転に伴って、支持部材６の中継流路６１（第２の流路６１２）が外筒２の流路２３に対応
する位置に変位する。この中継流路６１を介して、外筒２の空間２４と針管５の内腔５２
とが連通する。
【０１１１】
　また、図２に示すように、移動規制が解除された際、突部２７ａ（突部２７ｂも同様）
は、舌片７３ａと舌片７３ｂとの間に位置する。このとき、突部２７ａの爪部２７１（縁
部）には、舌片７３ａの側部（縁部）７３３が当接し、爪部２７２（縁部）には、舌片７
３ｂの側部７３３が当接する。これにより、カバー部材７がさらに回転する（回動する）
のが規制され（防止され）、よって、支持部材６の中継流路６１が外筒２の流路２３から
離間して、外筒２のパッキン２２で再度封止されるのを防止することができる。
【０１１２】



(12) JP 5256200 B2 2013.8.7

10

20

30

40

50

　図２に示す状態からカバー部材７を図３中の矢印方向へ移動操作する際には、突部２７
ａ（突部２７ｂも同様）の爪部２７１を舌片７３ａの側部７３３が摺動し、突部２７ａ（
突部２７ｂも同様）の爪部２７２を舌片７３ｂの側部７３３が摺動する。これにより、カ
バー部材７が基端方向へ移動している際に、当該カバー部材７が不本意に回動するのが規
制される（防止される）。よって、前述したように、支持部材６の中継流路６１が外筒２
の流路２３から離間して、外筒２のパッキン２２で再度封止されるのを防止することがで
きる。
【０１１３】
　図３および図４に示すように、第２の位置にカバー部材７が移動した際、当該カバー部
材７の貫通孔７２３からは、針管５の針先５１が突出する。
【０１１４】
　また、薬液注入器具１では、図４に示す状態からカバー部材７を図５中矢印方向へ移動
操作して、当該カバー部材７を第２の位置から第１の位置へ再度移動させることができる
。この第１の位置に戻ったカバー部材７によって、針管５を再度針先５１まで覆うことが
できる。
【０１１５】
　なお、カバー部材７の構成材料としては、特に限定されないが、例えば、外筒２につい
て説明した材料と同様のものを用いることができる。また、カバー部材７の構成材料は、
視認性を確保するために、実質的に透明であるのが好ましい。これにより、図９に示すよ
うに、カバー部材７を生体表面２００の穿刺部位に押し当てる際、当該穿刺部位をカバー
部材７を介して確認しつつ、その押し当て操作を行なうことができる。これにより、針先
５１によって、穿刺部位に対して確実に穿刺を行なうことができる。
【０１１６】
　次に、再突出防止手段８について説明する。
　前述したように、針管５は、カバー部材７に対して出没自在に構成されている。再突出
防止手段８は、このようにカバー部材７に対して一旦出没した針管５（針先５１）が再度
カバー部材７から突出するのを防止するものである。再突出防止手段８は、支持部材６に
対して離脱可能に装着された阻止部材８１と、阻止部材８１を先端方向に付勢するコイル
バネ８２とを有している。
【０１１７】
　阻止部材８１は、有底筒状をなすものである。この阻止部材８１の底部（先端壁部）８
１１の中央部には、針管５が挿通する貫通孔８１２が形成されている。また、底部８１１
の外周には、外形が拡径したフランジ８１３が形成されている。
【０１１８】
　図７に示すように、薬液注入器具１が初期状態では、阻止部材８１は、その側壁８１４
の一部（基端部）が支持部材６の間隙６５内に挿入されている。また、コイルバネ８２は
、圧縮した状態で先端８２１が阻止部材８１の底部８１１に当接し、基端８２２が支持部
材の柱状部６３の先端面６３１に当接して、阻止部材８１内に収納されている。これによ
り、阻止部材８１は、コイルバネ８２の付勢力により、先端方向へ向かって付勢される。
【０１１９】
　また、この状態で、フランジ８１３は、カバー部材７（本体部７２）の内周部に隆起し
て形成された係止部７４に当接して（係止されて）いる。係止部７４は、カバー部材７の
内周に沿ってリング状に形成されたものである。このような係止部７４により、阻止部材
８１は、コイルバネ８２の付勢力に抗して、カバー部材７に対して係止されている。従っ
て、カバー部材７が第１の位置にあるとき、係止部７４は、その阻止部材８１に対する係
止力が、コイルバネ８２の付勢力を上回っている。
【０１２０】
　図７に示す状態からカバー部材７を外筒２に対して回転させると、移動規制が解除され
る（図８参照）。
【０１２１】
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　そして、図９に示すように、カバー部材７を第２の位置へ移動操作すると、このカバー
部材７の移動に伴って、係止部７４は、コイルバネ８２の付勢力に抗して、阻止部材８１
を基端方向へ押圧する。これにより、阻止部材８１の側壁８１４が間隙６５内を摺動する
。この阻止部材８１の移動により、コイルバネ８２は、さらに圧縮され、遂には、付勢力
が、係止部７４による係止力を上回ることとなり、フランジ８１３が係止部７４を乗り越
えて、フランジ８１３に対する係止が解除される。このとき、阻止部材８１は、コイルバ
ネ８２の付勢力によって先端方向に移動しようとするが、カバー部材７の底部７２２に一
体的に突出形成された突起７５に突き当たり、先端方向への移動が規制される。
【０１２２】
　また、前述したように、カバー部材７が第２の位置へ移動した際には、当該カバー部材
７の貫通孔７２３を介して、針管５の針先５１が突出している。また、この状態では、押
し子４を操作することができる（図１０参照）。
【０１２３】
　図１１に示すように、カバー部材７を第２の位置へ移動操作する操作力（押圧力）を解
除すると、コイルバネ８２は、自身の弾性力（復元力）により復元する。これにより、阻
止部材８１は、先端方向へ移動して、側壁８１４が支持部材６の間隙６５から抜け出す、
すなわち、離脱する。また、この阻止部材８１は、カバー部材７の突起７５を介して、当
該カバー部材７を先端方向へ押圧する。これにより、カバー部材７が第１の位置へ戻り、
針管５の全体がカバー部材７内に再度収納される。
【０１２４】
　また、支持部材６から離脱した阻止部材８１は、支持部材６の先端面６３１と、第１の
位置に戻ったカバー部材７の底部７２２との間に挟まれる。さらに、阻止部材８１は、コ
イルバネ８２の付勢力により、カバー部材７の突起７５を回転中心として、図１１中時計
回りに回転し、当該阻止部材８１の軸がカバー部材７の軸に対して傾斜した姿勢となる。
これにより、阻止部材８１は、その側壁８１４が再度支持部材６の間隙６５に挿入されて
、当該間隙６５内を摺動するが不可能となる。
【０１２５】
　図１１に示す状態で、カバー部材７を再度基端方向へ移動操作しようとした場合、阻止
部材８１によって、その移動操作が禁止される（阻止される）。
【０１２６】
　なお、「係止部７４の阻止部材８１に対する係止力」と「コイルバネ８２の付勢力」と
の大小関係の設定方法としては、例えば、係止部７４のカバー部材７の内周部に対する傾
斜角度や、コイルバネ８２のバネ定数を変更することによって、行なうことができる。
【０１２７】
　また、薬液注入器具１では、カバー部材７に形成された係止部７４および突起７５は、
再突出防止手段８の一部を構成するものであると言うことができる。
【０１２８】
　また、阻止部材８１の構成材料としては、特に限定されないが、例えば、外筒２につい
て説明した材料と同様のものを用いることができる。また、コイルバネ８２の構成材料と
しては、特に限定されず、例えば、ステンレス鋼等のような金属材料を用いることができ
る。
【０１２９】
　次に、薬液注入器具１の使用方法の一例について説明する。
　［１］　まず、生体に投与するのに十分な液量の薬液Ｑが予め充填された薬液注入器具
１を用意する（図１、図７参照）。この薬液注入器具１は、未使用状態のものであり、カ
バー部材７が第１の位置にある。これにより、針管５がその針先５１まで覆われ、よって
、針先５１による誤穿刺が確実に防止されている。さらに、薬液注入器具１では、外筒２
の２７ａおよび２７ｂによって、カバー部材７に対する移動規制がなされている。これに
より、カバー部材７の基端方向への不本意な移動して、針管５の針先５１がカバー部材７
の貫通孔７２３から突出するのを確実に防止することができる。よって、針先５１による
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誤穿刺がより確実に防止されている。
【０１３０】
　また、この薬液注入器具１では、前述したように、中継流路６１の第２の流路６１２が
外筒２のパッキン２２によって塞がれているため、中継流路６１を介した外筒２の空間２
４と針管５の内腔５２との連通が遮断されている。これにより、押し子４にそれを押圧す
る力が不本意に付与されたとしても、薬液Ｑが針管５を介して不本意に流出するのが確実
に防止され、よって、薬液Ｑが無駄に損なわれるのを防止することができる。また、外筒
２の空間２４ないの液密性が保持されるため、薬液Ｑの無菌状態が維持される。
【０１３１】
　［２］　次に、カバー部材７を把持して、図１に示す状態から図２中矢印方向に回転す
ることにより、カバー部材７に対する移動規制が解除される（図２参照）。このとき、前
述したように、中継流路６１の第２の流路６１２が外筒２の流路２３に向かって開放する
位置に変位するため、中継流路６１を介して外筒２の空間２４と針管５の内腔５２とが連
通する。この連通状態は、薬液Ｑが生体に投与されるまで維持される（図８参照）。
【０１３２】
　このように、薬液注入器具１では、カバー部材７は、外筒２の空間２４と針管５の内腔
５２とが連通した連通状態と、この連通状態を遮断する遮断状態とを選択する（切り替え
る）操作を行なう操作部材（操作機構）とも言うことができる。また、カバー部材７は、
その本体部７２の外周部が支持部材６を操作する（切り替え操作する）際に把持される把
持部として機能する。
【０１３３】
　［３］　次に、外筒２を把持して、図２（図８も同様）に示す状態からカバー部材７の
底部７２２を、コイルバネ８２の付勢力に抗して、生体表面２００の穿刺部位（目的部位
）に押し付けて、カバー部材７を第２の位置へ移動させる（図３参照）。これにより、カ
バー部材７に覆われていた針管５の針先５１が、当該カバー部材７の貫通孔７２３を介し
て、先端方向に突出して、生体表面２００を穿刺する（図９参照）。
【０１３４】
　［４］　次に、図３（図９も同様）に示す状態から、外筒２を把持していた手の人差し
指および中指を外筒２のフランジ２５の縁部に掛け、親指を押し子４の指当て部４２に掛
ける。そして、親指で指当て部４２を先端方向へ押圧する（図４、図１０参照）。この操
作により、ガスケット３が先端方向へ移動して、よって、外筒２の空間２４内の薬液Ｑは
、外筒２の流路２３、支持部材６の中継流路６１、針管の内腔５２を順に通過して、生体
に対して確実に投与される（注入される）。
【０１３５】
　［５］　薬液Ｑの投与後、薬液注入器具１（カバー部材７）を生体表面２００から離間
させる。このとき、前述したように、カバー部材７は、コイルバネ８２の復元力により、
阻止部材８１を介して先端方向へ押圧されて、第１の位置へ戻る（図５、図１１参照）。
これにより、針管５は、針先５１まで再度覆われる。よって、針先５１に付着した血液の
飛散や、血液が付着した針先５１による誤穿刺が防止され、その血液による感染を防止す
ることができる。
【０１３６】
　また、この薬液注入器具１では、前述したように、阻止部材８１は、コイルバネ８２の
復元力により、支持部材６から離脱して、支持部材６の先端面６３１とカバー部材７の底
部７２２との間に、傾斜した姿勢で位置する（図１１参照）。この状態で、カバー部材７
を再度基端方向へ移動操作しようとした場合、阻止部材８１によって、その移動操作が禁
止される。これにより、使用済の薬液注入器具１を誤って使用する、すなわち、針管５を
突出させて、当該針管５を介して薬液Ｑを生体に投与するのを確実に防止することができ
る。
【０１３７】
　また、支持部材６およびカバー部材７のうち、本実施形態では支持部材６にガイド溝６
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２４が形成され、カバー部材７に凸条７１が形成されているが、これに限定されず、カバ
ー部材７にガイド溝６２４のようなガイド溝が形成され、支持部材６に凸条７１のような
凸条が形成されていてもよい。
【０１３８】
　また、各舌片７３ａ、７３ｂは、有底筒状をなす本体部７２の基端から突出して形成さ
れたものでもよく、また、本体部７２の基端部から切欠きを形成し、残った部分を舌片７
３ａ、７３ｂとしてもよい。
【０１３９】
　＜第２実施形態＞
  図１２～図１７は、それぞれ、本発明の薬液注入器具（第２実施形態）の使用状態を順
に示す縦断面図、図１８は、図１２（図１３～図１７も同様）に示す薬液注入器具におけ
るキャップの基端部付近の斜視図、図１９は、本発明の薬液注入器具においてキャップが
離脱している状態を示す平面図（図１４に相当する平面図）である。なお、以下では、説
明の都合上、図１２～図１９中の右側を「基端」、左側を「先端」と言う。
【０１４０】
　以下、これらの図を参照して本発明の薬液注入器具の第２実施形態について説明するが
、前述した実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
【０１４１】
　本実施形態は、操作機構の構成が異なること以外は前記第１実施形態と同様である。
【０１４２】
　図１２～図１７に示す薬液注入器具１Ａでは、支持部材６Ａを回転操作する操作機構は
、カバー部材７Ａと、カバー部材７Ａを先端方向に付勢するコイルバネ（付勢部材（カバ
ー部材付勢用部材））１０と、外筒２に着脱自在に装着されるキャップ９とで構成されて
いる。
【０１４３】
　支持部材６Ａは、カバー部材７Ａと付勢部材１０とを移動可能に支持する補助部６６を
さらに有している。この補助部６６は、筒状部６２の連結部６４よりも先端側の部分に固
定された第１の部材６７と、筒状部６２と柱状部６３との間の間隙６５に挿入された第２
の部材６８とで構成されている。
【０１４４】
　第１の部材６７は、筒体で構成されている。この第１の部材６７は、その基端部６７１
が筒状部６２に固定されている。この固定方法としては、特に限定されないが、例えば、
嵌合、係合、接着（接着剤や溶媒による接着）、融着（熱融着、高周波融着、超音波融着
等）等の方法が挙げられる。また、第１の部材６７の先端付近には、内径が縮径した縮径
部６７２が形成されている。この縮径部６７２の内径は、カバー部材７Ａの本体部７２の
外径より若干大きくなっている。これにより、カバー部材７Ａは、本体部７２が縮径部６
７２を挿通することができる（図１２～図１８参照）。また、縮径部６７２は、後述する
カバー部材７Ａのフランジ部７２４に当接して、当該カバー部材７Ａが第１の部材６７（
補助部６６）から離脱するのを防止することができる（例えば図１２参照）。
【０１４５】
　第２の部材６８は、筒体で構成されている。この第２の部材６８は、その基端部に外径
が拡径したフランジ部６８１が形成されている。このフランジ部６８１は、コイルバネ１
０の基端が当接する（支持する）座部（当接部）として機能する。また、フランジ部６８
１は、コイルバネ１０の付勢力によって基端方向へ付勢されて、連結部６４に当接してい
る。本実施形態では、第１の部材６７の先端面と第２の部材６８の先端面とは、軸方向の
位置がほぼ同じとなっている。
【０１４６】
　第１の部材６７および第２の部材６８の構成材料としては、特に限定されないが、例え
ば、前記第１実施形態で記載した支持部材６の構成材料と同様ものを用いることができる
。
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【０１４７】
　カバー部材７Ａは、図１２（図１３、図１４、図１７も同様）に示す第１の位置と、図
１５（図１６も同様）に示す第２の位置とに移動することができる。このカバー部材７Ａ
は、本体部７２の基端部に外径が拡径したフランジ部７２４が形成されている。前述した
ように、フランジ部７２４は、カバー部材７Ａが第１の位置にあるとき、第１の部材６７
（補助部６６）の縮径部６７２に当接する。
【０１４８】
　また、カバー部材７Ａは、第１の位置と第２の位置との間を移動する際、フランジ部７
２４が補助部６６の第１の部材６７の内周部６７３に摺動し、カバー部材７Ａ（本体部７
２）の内周部７２５が第２の部材６８の外周部６８２に摺動する。これにより、カバー部
材７Ａが安定して移動することができる。
【０１４９】
　コイルバネ１０は、第１の部材６７の内周部６７３と第２の部材６８の外周部６８２と
の間に配置されている。このコイルバネ１０は、その先端がカバー部材７Ａのフランジ部
７２４に当接し、基端が第２の部材６８のフランジ部６８１に当接している。図１５に示
すように、キャップ９を取り外した状態（以下この状態を「離脱状態」と言う）で、第１
の位置にあるカバー部材７Ａを基端方向に押圧すると、当該カバー部材７Ａは、コイルバ
ネ１０の付勢力に抗して基端方向（第２の位置）へ移動する。そして、カバー部材７Ａに
対する押圧力を解除すると、第２の位置にあるカバー部材７Ａは、コイルバネ１０の付勢
力によって、先端方向へ移動して、再度第１の位置に戻る（図１７参照）。このように、
離脱状態では、針先５１による生体への穿刺を行なうことができる、すなわち、薬液注入
器具１Ａを使用することができる。
【０１５０】
　なお、コイルバネ１０は、カバー部材７Ａが第１の位置にあるとき、カバー部材７Ａの
フランジ部７２４と第２の部材６８のフランジ部６８１との間で圧縮された状態（圧縮状
態）であってもよいし、外力が付されない自然状態（自然長）であってもよい。
【０１５１】
　また、コイルバネ１０の構成材料としては、特に限定されず、例えば、ステンレス鋼等
のような金属材料を用いることができる。
【０１５２】
　図１２に示すように、キャップ９は、有底筒状をなす部材で構成されており、その基端
部が外筒２に装着されて、その装着状態でカバー部材７Ａの全体を収納する（覆う）。こ
れにより、装着状態では、カバー部材７Ａに対して不本意に押圧力を加えるのが確実に防
止される。よって、カバー部材７Ａが不本意に第１の位置から第２の位置に移動して針先
５１が露出するのを確実に防止することができ、針先５１による誤穿刺が確実に防止され
る。このように、キャップ９は、装着状態で、針先５１が不本意に露出するのを阻止する
露出防止手段としての機能を有している。
【０１５３】
　図１２に示すように、外筒２の外周部２１３には、リング部材２８が一体的または連結
して設けられている。このリング部材２８の外周部２８１は、装着状態でキャップ９の基
端内周部９１に嵌合する。このような嵌合構造により、装着状態が確実に維持される、す
なわち、キャップ９が外筒２から容易に離脱するのを確実に防止することができる。
【０１５４】
　図１９に示すように、リング部材２８の外周部２８１には、平面視でＬ字状をなすカム
溝２８２が形成されている。このカム溝２８２は、リング部材２８の外周部２８１の周方
向に沿って形成された第１の溝２８３と、軸方向に沿って形成された第２の溝２８４とに
分けることができる。第１の溝２８３と第２の溝２８４とは、互いに連通している。
【０１５５】
　図１８に示すように、キャップ９の基端内周部９１には、突部（カムフォロア）９２が
突出形成されている。装着状態では、この突部９２がカム溝２８２に係合する。突部９２
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がカム溝２８２の第１の溝２８３に案内されることにより、キャップ９は、軸方向に沿っ
た移動が規制され、軸回りの回動のみ可能となる。また、突部９２が第１の溝２８３から
第２の溝２８４に入り、当該第２の溝２８４に案内されることにより、キャップ９は、軸
回りの回動が規制され、軸方向に沿った（先端方向への）移動のみ可能となる。
【０１５６】
　図１２に示すように、装着状態では、キャップ９の基端内周部９１に支持部材６Ａの筒
状部６２の基端外周部６２６が嵌合する。この嵌合構造により、装着状態でキャップ９が
支持部材６Ａを回転可能に連結される（支持される）。さらに、支持部材６Ａの基端外周
部６２６には、軸方向に沿った凸条６２７が形成されている（図１９参照）。キャップ９
の基端内周部９１には、軸方向に沿った溝９３が形成されている（図１８、図１９参照）
。この溝９３には、凸条６２７が挿入される。これにより、装着状態でキャップ９が支持
部材６Ａを確実に回転可能に連結される。
【０１５７】
　このような連結により、キャップ９を回転操作することにより、その回転力が溝９５か
ら凸条６２７を介して支持部材６Ａに伝達されて、当該支持部材６Ａが回転する。これに
より、連通状態と遮断状態とを確実に選択することができる。
【０１５８】
　薬液注入器具１Ａでは、装着状態のキャップ９の突部９２がカム溝２８２の第１の溝２
８３を移動している間は、前述したように支持部材６Ａは回転するが、中継流路６１の第
２の流路６１２が外筒２の流路２３に臨むに至らず、遮断状態が維持される。そして、突
部９２が第１の溝２８３から第２の溝２８４へ入り込んだときに、支持部材６Ａがさらに
回転して、中継流路６１の第２の流路６１２が外筒２の流路２３に臨む、すなわち、連通
状態となる。このような構成となるように、中継流路６１、流路２３、カム溝２８２、突
部９２がそれぞれ形成さている。
【０１５９】
　また、突部９２が第２の溝２８４へ入り込むと（連通状態となると）、キャップ９を先
端方向へ移動することができ、当該キャップ９を離脱することができる。このとき、キャ
ップ９は、突部９２が第２の溝２８４に案内され、溝９３が支持部材６Ａの凸条６２７に
案内される。これにより、キャップ９が円滑に移動することができ、離脱操作を容易に行
なうことができる。
【０１６０】
　なお、支持部材７Ａを回転操作する際には、当該キャップ９の外周部を把持することに
より、その操作を容易に行なうことができる。このようにキャップ９の外周部は、把持部
として機能する。
【０１６１】
　キャップ９の構成材料としては、特に限定されないが、例えば、前記第１実施形態で外
筒２について説明した材料と同様のものを用いることができる。
【０１６２】
　次に、薬液注入器具１Ａの使用方法の一例について説明する。
【０１６３】
　［１］　まず、生体に投与するのに十分な液量の薬液Ｑが予め充填された薬液注入器具
１Ａを用意する（図１２参照）。この薬液注入器具１Ａは、未使用状態のものであり、カ
バー部材７Ａが第１の位置にある。また、キャップ９が装着されており、このキャップ９
によってカバー部材７Ａに対する移動操作を行なうのが防止されている。これにより、針
先５１が露出するのが確実に防止され、よって、針先５１による誤穿刺が確実に防止され
ている。
【０１６４】
　また、この薬液注入器具１Ａでは、前述したように、中継流路６１の第２の流路６１２
が外筒２のパッキン２２によって塞がれているため、中継流路６１を介した外筒２の空間
２４と針管５の内腔５２との連通が遮断されている。これにより、押し子４にそれを押圧
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する力が不本意に付与されたとしても、薬液Ｑが針管５を介して不本意に流出するのが確
実に防止され、よって、薬液Ｑが無駄に損なわれるのを防止することができる。また、外
筒２の空間２４ないの液密性が保持されるため、薬液Ｑの無菌状態が維持される。
【０１６５】
　また、キャップ９の突部９２は、外筒２の第１の溝２８３の第２の溝２８４と反対側（
図１９中下側）の端部２８３ａに位置している。
【０１６６】
　［２］　次に、キャップ９を把持して、図１２に示す状態から図１３中矢印方向に回転
する。この回転操作は、前述したようにキャップ９の突部９２が外筒２の第１の溝２８３
内を摺動することにより、円滑に行なわれる。また、この回転操作中にたとえキャップ９
を先端方向に向かって引張ろうとしても、キャップ９の突部９２が外筒２の第１の溝２８
３の縁部に当接するため、引張り操作を防止することができる。これにより、キャップ９
が不本意に取り外されるのが防止される。また、前述したように、回転操作中は、遮断状
態が維持される。
【０１６７】
　そして、キャップ９の突部９２が外筒２の第１の溝２８３から第２の溝２８４に達する
（入り込む）とともに、中継流路６１の第２の流路６１２が外筒２の流路２３に向かって
開放する位置に変位し、中継流路６１を介して外筒２の空間２４と針管５の内腔５２とが
連通する。この連通状態は、薬液Ｑが生体に投与されるまで維持される（図１３参照）。
このように、薬液注入器具１Ａでは、キャップ９の突部９２が外筒２の第１の溝２８３か
ら第２の溝２８４に達すると、キャップ９の回転操作が規制されるため、当該薬液注入器
具１Ａが連通状態となったことを把握することができる。
【０１６８】
　［３］　次に、図１４に示すように、キャップ９を図中矢印方向へ引張る。これにより
、キャップ９を取り外すことができる。この取り外し操作は、前述したようにキャップ９
の突部９２が外筒２の第２の溝２８４内を摺動することにより、円滑に行なわれる。
【０１６９】
　［４］　次に、外筒２を把持して、カバー部材７Ａの底部７２２を、コイルバネ１０の
付勢力に抗して、生体表面２００の穿刺部位（目的部位）に押し付けて、カバー部材７Ａ
を第２の位置へ移動させる（図１５参照）。これにより、カバー部材７Ａに覆われていた
針管５の針先５１が、当該カバー部材７Ａの貫通孔７２３を介して、先端方向に突出して
、生体表面２００を穿刺する（図１５参照）。
【０１７０】
　［５］　次に、図１５に示す状態と維持しつつ、外筒２を把持していた手の人差し指お
よび中指を外筒２のフランジ２５の縁部に掛け、親指を押し子４の指当て部４２に掛ける
。そして、親指で指当て部４２を先端方向へ押圧する（図１６参照）。この操作により、
ガスケット３が先端方向へ移動して、よって、外筒２の空間２４内の薬液Ｑは、外筒２の
流路２３、支持部材６Ａの中継流路６１、針管の内腔５２を順に通過して、生体に対して
確実に投与される（注入される）。
【０１７１】
　［６］　薬液Ｑの投与後、薬液注入器具１Ａ（カバー部材７Ａ）を生体表面２００から
離間させる。このとき、カバー部材７Ａは、コイルバネ１０の復元力により、先端方向へ
押圧されて、第１の位置へ戻る（図１７参照）。これにより、針管５は、針先５１まで再
度覆われる。よって、針先５１に付着した血液の飛散や、血液が付着した針先５１による
誤穿刺が防止され、その血液による感染を防止することができる。
【０１７２】
　なお、薬液注入器具１Ａ（操作機構）では、カバー部材７Ａおよびキャップ９のうちの
一方を省略することができる。
【０１７３】
　また、キャップ９の基端内周部９１およびリング部材２８（外筒２）の外周部２８１の
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うち、本実施形態ではリング部材２８の外周部２８１にカム溝２８２が形成され、キャッ
プ９の基端内周部９１に突部９２が形成されているが、これに限定されず、リング部材２
８の外周部２８１に突部９２のような突部が形成さえ、キャップ９の基端内周部９１にカ
ム溝２８２のようなカム溝が形成されていてもよい。
【０１７４】
　また、キャップ９の基端内周部９１および支持部材６Ａの基端外周部６２６のうち、支
持部材６Ａの基端外周部６２６に凸条６２７が形成され、キャップ９の基端内周部９１に
溝９３が形成されているが、これに限定されず、支持部材６Ａの基端外周部６２６に溝９
３のような溝が形成され、キャップ９の基端内周部９１に凸条６２７のような凸条が形成
されていてもよい。
【０１７５】
　＜第３実施形態＞
  図２０～図２２は、それぞれ、本発明の薬液注入器具（第３実施形態）の使用状態を順
に示す縦断面図である。なお、以下では、説明の都合上、図２０～図２２中の右側を「基
端」、左側を「先端」と言う。
【０１７６】
　以下、これらの図を参照して本発明の薬液注入器具の第３実施形態について説明するが
、前述した実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
【０１７７】
　本実施形態は、キャップの長さが異なること以外は前記第２実施形態と同様である。
【０１７８】
　図２０～図２２に示す薬液注入器具１Ｂでは、キャップ９Ａは、その長さが前記第２実
施形態の薬液注入器具１Ａのキャップ９よりも短いものとなっている。これにより、薬液
注入器具１Ｂの全長を薬液注入器具１Ａよりも短くすることができ、よって、薬液注入器
具１Ｂを小型化することができる。
【０１７９】
　また、キャップ９Ａの長さが短くなっているため、装着状態では、キャップ９Ａは、そ
の頂部（先端壁部（当接部））９４が、コイルバネ１０の付勢力によって先端方向に向か
って付勢されたカバー部材７Ａの底部７２２に当接している（図２０参照）。このカバー
部材７Ａを介して、キャップ９Ａもコイルバネ１０の付勢力によって先端方向に向かって
付勢されている。
【０１８０】
　このような状態（図２０に示す状態）の薬液注入器具１Ｂでは、キャップ９Ａを把持し
て、図２１中矢印方向に回転すると、前述したように連通状態（図２１に示す状態）とな
る。また、連通状態となったときに、キャップ９の突部９２が外筒２の第２の溝２８４に
位置しているため、キャップ９に対する先端方向への移動の規制が解除され、当該キャッ
プ９Ａは、瞬時に、カバー部材７Ａを介して、コイルバネ１０の付勢力によって先端方向
に向かって付勢される（押し出される）（図２２参照）。これにより、キャップ９Ａを容
易に取り外すことができる（図２２中の二点鎖線で示すキャップ９Ａ参照）。このように
、薬液注入器具１Ｂでは、コイルバネ１０の付勢力は、キャップ９Ａを取り外す際にその
取り外し操作を補助する力として機能する。
【０１８１】
　以上、本発明の薬液注入器具を図示の実施形態について説明したが、本発明は、これに
限定されるものではなく、薬液注入器具を構成する各部は、同様の機能を発揮し得る任意
の構成のものと置換することができる。また、任意の構成物が付加されていてもよい。
【０１８２】
　また、本発明の薬液注入器具は、前記各実施形態のうちの、任意の２以上の構成（特徴
）を組み合わせたものであってもよい。
【０１８３】
　例えば、前記第２実施形態や前記第３実施形態に記載の薬液注入器具は、前記第１実施
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形態の薬液注入器具が有するような再突出防止手段を有していてもよい。
【０１８４】
　また、支持部材の回動角度は、本実施形態では９０°に設定されているが、これに限定
されず、例えば、３０°、４５°、１８０°に設定されていてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１８５】
　本発明の薬液注入器具は、先端に鋭利な針先を有する針管と、前記針管の基端側に位置
し、内部が前記針管内と連通可能な有底筒状をなす外筒と、前記外筒内を摺動し得るガス
ケットと、前記外筒と前記ガスケットとで囲まれる空間内に充填される薬液と、前記針管
を支持し、先端が該針管内と連通し、基端が前記外筒内と連通し得る流路を有する支持部
材と、前記針管の少なくとも前記針先を覆い得る部分を有し、前記支持部材を回転操作し
て、前記針管内と前記外筒内とが前記流路を介して連通する連通状態と、該連通状態を遮
断する遮断状態とを選択する操作を行なう操作機構と、前記針先が露出するのを阻止する
露出防止手段とを備えている。そのため、露出防止手段によって、針管の針先が不本意に
露出するのを確実に防止することができる。これにより、針先による誤穿刺がより確実に
防止される。また、操作機構により連通状態と遮断状態とを選択することができる。薬液
注入器具を遮断状態とすることにより、外筒内の薬液が針管を介して不本意に流出するの
が確実に防止され、よって、薬液が無駄に損なわれるのを防止することができる。従って
、本発明の薬液注入器具は、産業上の利用可能性を有する。

【図１】 【図２】
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